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雇用保険の加入が原則、通算 3 年以上の方が対象 

（初めての方は 2 年以上でＯＫ） 

 

＜専門実践教育訓練給付金＞  

 
 

教育訓練経費（入学金と授業料）の 50％（年間上限 40 万円）がハローワークから最大３年間支給！ 

さらに、卒業後１年以内に資格を取得し、雇用保険に新たに加入又は継続加入している場合、教育 

訓練経費の 20％の額が追加支給されます。この場合、支給額の合計は、最大で教育訓練経費の 70％ 

（年間上限 56 万円、最大 168 万円）となります。 

 

【教育訓練給付金が支給された場合の学納金】   

 本科 専科 柔道整復科 

昼・夜間部 昼間部 夜間部 昼間部 夜間部 

経費（入学金＋授業料） 4,000,000 3,300,000 3,100,000 3,720,000 3,520,000 

教育訓練給付金 ▲1,200,000 ▲1,200,000 ▲1,200,000 ▲1,200,000 ▲1,200,000 

教育訓練給付金（追加分） ▲480,000 ▲480,000 ▲480,000 ▲480,000 ▲480,000 

施設費 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

３年間の合計 2,770,000 2,070,000 1,870,000 2,490,000 2,290,000 

※上記は、一定の給付条件を満たし、最大限支給された場合です。また、上記の他に、教科書代など 100,000 円程度が別途必要。 

学費を支援 

全学科が対象！ 
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＜教育訓練支援給付金＞  ※第 1部（昼間部）のみ対象 

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち失業状態の 45歳未満などの方 

基本手当が支給されない訓練期間中、基本手当日額相当額の 80％がハローワークから支給 

 

【教育訓練給付制度に関する Q＆A】 

訓練を受講するにはどうすればよいのか？ 

受講開始日よりも前にハローワークで支給要件照会を行い、訓練前キャリア・コンサルティングを

受けて、ジョブ･カードを作成してください。 

また、受講開始日の原則 1ヶ月前までに受講前手続きがハローワークで必要です。 

 

現在、雇用保険に加入していないが 2年前は加入していた。対象になるか？ 

雇用保険の資格喪失日（離職日の翌日）から受講開始日までが原則 1 年以内である事が必要です。 

 

訓練の受講開始日と受講修了予定日はいつか？ 

本校の受講開始日は入学式の日、受講修了予定日は卒業式の日です。 

なお、2024年度入学者の入学式は 2024年 4月 6日、卒業式は 2027年 3月 6日（予定）です。 

＜注意＞ 受講開始日は 4月 1 日ではありません。修了予定日は 3月 31日ではありません。 

 

在学中は、いつ支給されるのか？【専門実践教育訓練給付金】 

在学中に支給される時期は 10月頃と 4月頃です。 

半年に 1回、受講証明書等をハローワークに提出し、支給決定後約 7日以内に支給されます。 

 

ハローワークの手続き時に必要な指定番号は？ 

 

訓練講座名 指定番号 

本科（鍼灸あん摩マッサージ指圧科） 第 1部 1310021-1420011-0 

本科（鍼灸あん摩マッサージ指圧科） 第 2部 1310021-1420021-3 

専科（鍼灸科） 第 1 部 1310021-1420031-6 

専科（鍼灸科） 第 2 部 1310021-1420041-9 

柔道整復科 第 1部 1310020-2120011-9 

柔道整復科 第 2部 1310020-2020011-9 

 

 

 

 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html 
 

 

生活を支援 

詳細はハローワークのＨＰ 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

